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経営戦略策定の趣旨

本市は、平成 16 年 12月に桑名市、多度町、長島町の 1 市 2 町が合併して現在の市域となった。

合併以降、水道事業、下水道事業でも段階的こ経営や組織の改編が進められ、 競艇2鼓菫4且には

両事業の組織統合が行われた。 組織統合にあたり、 それまで個別に推進されていた事業のあり方

を見直して、 改めて課題の抽出 ･分析、 改善策の検討を行い、 経営方針 ･事業の実施計画を定め

るため、 平成 24 年 3月に ｢桑名市上下水道事業経営計画｣ (計画期間 :平成 24 年度 ~ 33 年度の
　　　 　

10 年間) を策定した。 この経営計画に基づき、 これまで水道事業、 下水道事業が運営されてきた

ところである。

しかし、 経営計画の策定以降、 事鑿醒益の源泉となる水需要の減少、 水道 ･下水道サービスの

提供艷勁必要犯籤路･施這役箋の老蜑‘躍逆進むなどな事業を取り巻く環境は厳しさを増し羊主工訟ゑ。
加えて、水道事業では将来にわたり安定的に水供給を行うための新たな投資が必要となっており、　　　　　下水道事業でも下水処理サービスを広く市民に提供していくための投資が求められているところ

である。

こうした様々な環境の変化に対応しつつ、持続的に水道事業･下水道事業を行っていくために、

本市は、平成 26年 8月 29 日付総務省通達文書 ｢公営企業の経営に当たっての留意事項について｣

(総財公第 103 号 ･総財営第 73 号 ･総財準第 83 号) 及び平成 28 年 1月 26 日付総務省通達文書

『｢経営戦略｣ の策定推進について｣ (総財公第 10 号 ･総財官第 2 号 ･総財準第 4 号) に基づき、

"
現行経営計画を引き継ぐ経営戦略の策定を行うこととした。 新たな経邁戦略の対象範囲は本市水

道事業及び下水道事鑿、 期間は平成 27年度から平成 36年度までの 10生間≧する。
　　

なお、策定期間が平成 27年度から平成 36 年度であるのに対し、本経営戦略の公表は平成 28 年

3月となっている。 本市は平成 26 年度から現行経営計画の修正に取り組んできたが、水道事業 ･

下水道事業ともに今後 10年間の計画期間の核となる主要な事業の投資計画について、事業内容 ･

事業規模の検討状況を見極める必要があったことから、平成 28 年 3月に経営戦略を公表すること

となった。
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2 経営の基本方針

2 .↑ 上下水道経営の基本方針

(○ 上下水道に求められる役割

上下水道は、 暮らしを支えるライフラインとしての役割を負っている。 本市の中長期のま

ちづくりの方向性を示す最上位計画である総合計画 (桑名市のあたらしい計画 20 16一20 24)

では、 この役割を果たしていくために必要な取組みとして、 以下の 5 つを挙げている。

● 効率的で持続可能な上下水道事業経営の推進

● 上下水道施設の長寿命化の推進

● 安全 ･安心な水道水の確保と供給

● 安全 ･安心な生活基盤の提供

● 災害に強い上下水道の推進

本市水道事業 ･下水道事業では、 上記を重視して経営を推進していくこととする。 あわせ

て、 各事業における経営の基本方針を以下のよう"こ設定する。

(2) 水道事業の基本方針

水道事業では、 市民の日常生活に欠かせない水道を、 常に安定した量を確保して供給する

ことが求められる。 また市民の健康を守り、 良好な生活環境を維持するため、･適切な水質管

理を行い、 清浄な水を供給していくことが不可欠である。 加えて、 こうしたサービスを災害

の際にもできる限り維持することが重要であり、 適正な水道料金によって安定的な水供給を

実現していかなければならない。

本市は、 以上のような点を踏まえ、『桑名重戯丞道ビ玄ョと 4 (平成 26年 3月策定、 計画期

間平成 26 ~ 36 年度) において、以下のような水道の実現を目標として掲げている。 本経営戦

略においても、 以下の実現に貢献することを基本方針とする。

● 水質が良好で十分な水量を受けることができる水道

● 災害による被害を最小限にとどめ、 速やかに復旧できる水道

●“ 合理的な対価をもって持続的に受け取ることが可能な水道

2



(3) 下水道事業の基本方針

下水道は、 家庭や事業所 ･工場などから排出される汚水を処理して、 公衆衛生の向上 ･公

共用水市域の水質保全に貢献するとともに、 市街地における雨水を速やかに排除して浸水被

害を防ぐ役割を担っている。 下水道事業は、 清潔で快適な生活環境を維持し、 大雨などの災

害に耐える都市を形成するうえで欠かすことのできないものといえる。

本経営戦略においては、 こうした下水道事業の役割を将来にわたり持続的に履行していく

ことを基本方針とする。 加えて、 本市の下水道は普及途上にあり、 未だ下水道事業による汚

水処理の対象となっていない地区も多く残されていることから、 本経営戦略期間内に下水道

蛇萱及も辺口速させ姦越とを目描畳女。

2 .2 計画的かつ合理的な経営の推進

上下水道に求められる役割を果たし、 事業を将来にわたり継続的に運営していくため、 以下の

ような点を重視して経営戦略を立案し、 戦略に基づく合理的な経営を推進していくものとする。

● 上下水道事業及び地域に関する現状分析 将 来予測や、 経営環境の類似する団体との

比較分析に基づき、 戦略を立案する。
● 上下水道事業における管略 ･施設の状況を踏まえた ｢投資試算｣ と、 企業債*1 ･料金

収入 ･受益者負担金*2 ･一般会計からの繰入金*3などの ｢財源試算｣ を行い、 両者の

調整を図ったうえで実現可能な戦略を立案する。
● 投資 (支出) と財源 (収入) を均衡させ安定的な経営を実現するため、 組織運営の効

率化や人材育成、広域化、 民間活力の導入など、経営健全化に向けた取組みを経営戦

略において整理し、 推進していく。
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3 現状と課題

3 .↑ 水道事業の動向 ･課題

(○ 事業の概要

① 事業の沿革

旧桑名市の水道は、明治 37年創設と歴史が古く、当初は民営水道での整備から事業を開始

し、 簡易水道事業を統合しながら区域と供給量を拡張してきた。 旧多度町、 旧長島町は簡易

水道の統合により昭和 38 年、 昭和 42 年にそれぞれ水道事業を創設し、 その後数次にわたる

拡張事業が行われた。 平成 16 年 12 月の 1 市 2 町合併後、 平成 20 年 4 月 1日に市内の水道

料金が統一され、 平成 21年 3月 30 日には事業の統合が完了して現在に至っている。

② 給水 ･施設の状況

本市の給水 ･施設の状況は下記のとおりであるb 給水人 囲ま 14 万人程度となっているが、

今後人口減少により減少していくことが見込まれる。 また水源は地下水がおよそ 3 分の 2 程

度を占め、 残りを河川水 (伏流水 ･表流水)、 県からの受水によってまかなっている。 なお、

長島地区では県からの受水のみを水源としているが、 後述するとおり、 より安定的な水供給

に向けて桑名地区との連絡管の敷設を予定している。

図表 1 桑名市水道事業の給水 ･施設状況

。 □ ‐■ 茎

地方公営企業法適用 法適用 ' ･事業区分 末端給水事業

計画給水人ロニ 14 3 ,2 5 6人 現在給水人口 川 42,518人
給水区域面積 136.7畑 給水人口密度

′ f,0 4 2 .5 6 人/ 岫

地下水 :6 4 .6 % ,伏流水江 6.7% ,表流水 :L O残 県受水 :17 .7%

導送水管路延長 :6 0 ,4 km ,配水管路延長 :9 6 2.g km

55幅/日 施設利用率 5 9 .5 1%一日最大給水量

③ 料金体系

本市水道事業では、平成 20 年 4月に旧 1 市 2 町の水道料金を統一し、その後経営の安定化

のため、 平成 25 年 7月に平均 5.5 % の値上げとなる料金改定を実施した (図表 2 )。 この改

定では、 従来一律だった一般用水道の基本料金を水道口径に応じた設定に切り替え、 口径に

より異なる水道メーターの設置 ･維持管理費用を料金に反映して負担の公平化を図った。 た

だし20 m m までの口径では基本料金を据置とし、高齢者世帯等の小ロ需要家の負担を抑える

こととした。 一方、 従量料金は 100 蝸以上の料金を据置とし、 大口需要家の需要減少の抑制
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を図った。

ただし、 水需要の減少が続き、 人口減少も始まる今後は、 現行料金水準のままで収支を均

衡させるのは困難と見込まれる。 また平成 26 年度時点の本市の水道供給単価*年ま 109.3 円′

話で、 人口規模の近い類似団体 (164.4 円/讃) や全国の平均値 (17 1.9 円′話) に比べ大幅に

低く抑えられており、 安定的な経営が可能となる料金水準を改めて検討していく余地がある

と考えられる。

図表 2 水道事業における料金改定について

改定後の供給単価及び類型平均･全国平均との比較(構抜･平成26年度)

l 桑名市 fo鑄円/讃 類型平均 ー64,4円/雨 全国平均 朝 ,9円/祚 l
※供給単価は ｢給水収益÷年間総有収水量｣。 類型平均とは、 人ロ 10 万人以上 15万人未満の末端給水事業の平均値。

④ 組織体制

● 組織構成

本市は、 平成 16 年 12月の旧 1市 2 町の合併以降、 水道事業 ･下水道事業の組織構成を段

階的に見直し、平成 23 年 4 月には上下水道事業の組織統合を行った。その後も効率的な業務

の遂行に向けて組織構成 ･事務分掌の見直しを行い、平成 27 年度は上下水道部の下に、企画

総務課 ･営業課 ･工務課 ･施設課 ･長島上下水道事務所を置く組織構成となっている。
なお人事 ･給与、 財務 ･経理、 契約、 総務等の共通的業務については企画総務課が一括し

て担い、 上下水道料金や負担金等の徴収、 給排水設備工事の申請 ･審査 ･検査、 下水道接続

といった利用者への対応を含む業務については営業課が担うなど、 効率的な業務が可能とな

るよう事務分掌を設定している。

改定前(税抜) 平成20年4月1日改定

　　　　
　

　　
　　 　　　 　　

　
　 　

　　
　　

　 　
　

　 　 　

10幅まで

10幅を超え20幅まで l00.00円

一般用 600円 20幅を超え40祚まで 125.00円

40幅を超え100祚まで 139.00円40幅を超え100祚まで 139.00円

100幅を超えるもの 146.00円

湯屋
2,800円

100祚まで

改定後(税抜) 平成25年7月1日改定
　　 　 　 　

　　
　

　
　 　

　囮 ･ ▲ “ .

聽 開 1o幅まで ･

淵 嵩 罰 o俺超え20祚まで 鰔 oo円

辯 解網 20 俺 超え40mまで 酸 oo円

75mm 16,500円 40幅を超えioo椚まで 14 1.00円10 omm 39,000円

150mm 60,000円 ー0o mを超えるもの 146.00円

75mm 16,500円 40幅を超えioo椚まで 14 1.00円0 omm 39,000円

5omm 60.ooo pg - ~ 1-- - -‐‐- -一′ -膊 10o mを超えるもの 146.00円0 omm 110 00 0円

3,鱒円 離籍鬘 ･‘“ ‐‘

　　　　 　　　　 　　 　　

4,200円
20祚まで
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図表 3 桑名市上下水道部組織構成 (平成27年4月 1日現在)

企 画 総 務 課
総 務 係

営 業

管 上

- -
下

工 務
下

理 一一水
道

者 部

施 設

　　　　

課 ｢ □義務
画 会 計 係

･ 普 及 啓 発 係

排 水 係

道 係
水 道 係

画 係

道 係
水 管 理 係
水 道 係

下 水 道 係
下

長島上下水道事務所 一一一- - 上

● 職員定員

組織構成の見直しと合わせ、本市上下水道事業では、継続的に職員定員の適正化に努めて

きた。 下記のとおり、平成 14 年度時点で 89 名だった職員数は平成 26 年度には 49 名まで削

減された。

図表 4 上下水道事業職員数の年度別推移

!･ 100 ‐ 89 8 7　
　　　　　

6o l - ' 35

　
　

　　　 　　　 　　 H17 H 18 H 19 H 20

囮水道事業 宅下水道事業

57 57 57 55
　　　　 　　　　 　　　　　　 　　

H21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26

合計

※兼務職員を含む延数。 管理者、 非常勤嘱託、 再任用短時間勤務職員は除く。

● 職員年齢構成

経営環境が厳しさを増し、職員定員の削減が進められる中、 上下水道事業に携わる職員一

人ひとりるこ、 従来にも増して高い能力 ･知見が求められるよう"こなっている。 一方で、 これ

まで新規の採用が抑制されてきた影響から、職員の高齢化が進んでおり、特に技術職 (技師)

において 50 代の占める割合が高くなっている (図表 5)。 こうした熟練技術者のノウハウを

確実に継承し、次の世代の上下水道事業を支える人材を育成していくことが求められている。
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図表 5 上下水道事業における職員年齢構成 (平成26年度末時点)
7的 業 下水 案

　 　 　 　
7的 業 下水 案

区 分 ' ' --主事 ム ヘ技師 二言十 … '“ 主事 -- ,
技師 “ 〆- 計

1 3.2 ー

9.7 ー3 18.8 ー

30 " 35 " -- 1 50.0 -‐ 1 5 ,
35 " 40 " 4 25.0 1 6.7 5 16.2 ー -- 3 18,7 3 16,
40 " 4 5 〃 3 18.8 6 40.0 9 29.0 - 4 25.0 4 22.
45 " 50 " 3 18.8 2 13.3 5 16.1 1 50.0 3 18.7 4 22.
50 〃 ‐55 " 1 6‘2 2 1 張3 3 9･7 一 1 で6･3 1 5･

16 100.0 15 100. 31 100･ 100･ 16 100. 8 100.

(2) 事業の動向

① 人口 ･水量 ･給水収益の動向

本市は三重県北部に位置し、 大都市 ･名古屋から 25k m 圏内という利便性から、 名古屋通

勤圏内の住宅都市として発展してきた。 全国規模では人口減少が始まるなか、 本市は人口増

加を続けている。 しかし、 人口の増加は平成 29 年まで続くものの、 平成 30 年以降は人口減

少が始まると予測されており (図表 6)、水道事業は給水収益の減少等の影響を受けることに

なると見込まれる。

図表 6 桑名市の人口推移

欠 M a ooo -

14 1′000

140′000 ‐‐……
- H 22 14 0′290

139′000

138′00O

137′000 -- --- -… -…-………一

136 000 実績 キー-

135′0 00

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 31 H 32 H 3 3 H 34 H 35 H 36

出典 "平成 22 年は国勢調査、 23 ~ 26 年は三重県推計人口、 27年以降は桑名市総合計画

水道事業"こぉける配水量響こ歪型収滋五量 6の推移を鰯霊す、るとく図表
、

7)、人口減少に先立ち、
既に減少局面に入っていることが分かる。 これは節水意識 ･節水技術の向上によって各家庭

- ~)( ~′ --

や企業における使用水量が減少しているためと考えられる。 今後は人口減少の影響が加わる
　 　　　 　 　　　　　　 　 　　　　
ことにより、 配水量 ･有収水量の減少は加速していくと見込まれる。
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図表 7 配水量 ･有取水量の推移

ノ、
。 22′000′00om

21′000′000

20′000′000 ‐配水量 H葬

19′000′000 - - - 2 1′084′50 3

18′000′000

17′000′000 ‐ 有収水量 H 22

16′000′000 -‐ 18′0 18′534
　 　　　　　　

/
日3 6 4 6j206′57 2 -塹

ノー$ JOO M の 実績 埼一-- …

14′000′00O

- - ｣二二÷-ゆ 将来推計 ｢……- -

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 3 1 H 3 2 H 33 H 34 H 35 H 36

有収水量の減少により、 給水収益も減少傾向で推移している。 平成 25 年度 ･平成 26 年度

は平成 25 年 7月に行われた料金改定の影響で収益が回復しているが、今後も現行の料金体系

を維持していくと仮定した場合、 図表 8 のように、 収益が大きく減少してくことは確実であ

る。

図表 8 給水収益の推移

傘 1,95OP OO
H 26 1,901,357

巴 し9oq ooo

1′850′000

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　

H 36 1,76 4 257
/

H 24 1,84 6,666 H 2 5 .7
1′800′000 …… …-… - ‐… 料金改定

し750′000

ニニニニ帥‐将来推計L 700′000 ‐… … …実績 刈-÷ニニ

1′650′00O

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 3 1 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36

② 収益的収支*7 ･資本的収支*8の推移

上記のような給水収益の減少の影響を受けて、 平成 22 ~ 24 年度の純損益 ･経常損益は赤

字で推移してきた。 料金改定後の平成 25 年度にはいずれも黒字に転換しているが、 平成 26

年度には純損益が再び赤字となっている (図表 9)。

この間、 図表 10 ･図表 11 から分かるとおり、 収益の減少を補うために職員給与費の抑制

によってコスト削減が図られ、 建設改良費*9 ･新規の企業債借入の抑制によって支払利息も

減少傾向で推移してきた。 しかし一方で、 老朽化の進みつつある施設や管路の維持管理 唯修

繕のための委託料 ･修繕費が膨らみ、電力料金の値上げに伴って動力費も増加してきたため、
支出全体の抑制と収支の改善には至っていない。
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このようそこ水道事業の収支は既に厳しい状態にあるが、 後述するとおり、 今後は給水サー

ビスの維持のためにさらに委託料 ･修繕費等の増額が必要と見込まれ、 これまで抑制してき

た建設改良費についても積み増す必要がある。 状況が更に厳しさを増す中でも収支を均衡さ

せ、 安定的に事業を継続するための計画を立てることが求められている。

図表 9 水道事業損益 (純損益 ･経常損益) の推移

10 0 -…一

百
/ノー37 14

　 　 　 　
円 ノン 0 Bどれ …

′
、ノ △ 10 0 -△-9……′

△ 2 oo △ 27 ｣ △ 2 7 …′
'

△ 6 9 メ

△ 10 7 -J

△ 300 … u …… … “ … … - - △ 2 54

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26

図表 10 水道事業収益的収支 (収入 ･支出総額及び主な項目) の推移

項 目 匹年度 越年度｣24年度 -25年度 -26年度※l2雛鮮 -2鑿簗度増･ 、 % )

収 ゞ 入 l 1,980 l 1,986 1,9571 1,977I 2,326I 346l 17.5

l料金収入 , 1 1,898l 1,862- 1β47l 1,886l t 901l 3- 0.2
lE 三協史金戻入※ 1 l ‐ I - 1 - 317l 317l

支 出 1 2,007l 2川 3l 2,064I 1,940 l 2,5801 573I 28.6

-職員給与費 1 287l 2671 263I 249l 2161′
、“

△ 71事“ △ 24 .7

矮託料 - 1 182l 197i 223I 217I 245轄ん鮒 # ;-63l誓言許し斜.6

l修繕費 、 l 94I 116l 155- 93l 168脱営三瀬雑サン芝終ぞ趨き、7

l毀篩.‐ l推計 捌 復刻l l箪餅 網ラン公職極 :9:;
!期 “ * l oにも 607I 593l RAQ : l 297l 49.OMo :‘I

収 支 差 引 I △ 27I △ 27l △ 107l 37I △ 254l △ 227l △ 84Q 7

※26 年度の長期前受金戻入追加、 減価償却費の増加は公営企業会計に係る制度変更による。

図表 11 水道事業資本的収支 (収入 ･支出総額及び主な項目) の推移

項 、 目 22年度 23年度 24年川 25年度 廓年度 I2礬適度ト2礎骼
収 入 204 221 5901 623- 2451 41l 20.1

企業債 21 100 1801 400l , 25 1 41 19.O

繰入金 86 27 16I 201 231 △ 63I △ 73.3

加入金 97 94 97l 1031 971 01 0
支 ･ 出 846 925 1,239- 1,169l 780l △ 66I 、△ 7.8

建設改良費
元金償還金

414 380 49li 834l 288l き △ 126事 △ 3Qぬ
432 545 748l 335I 393l △ 39l △ 9.0

収 支 差 引 △ 642 △ 704 △ 649l △ 546- △ 5351 107I l6.7
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③ 資産 ･負債の保有状況

直近5年間の貸借対照表の推移を見てみると (図表 12)、建設改良費や企業債借入の抑制

に努めてきたことが作用し、 有形固定資産の金額が圧縮されるとともに、 企業債残高も減少

してきている。また、流動資産として現金預金を 20 億円程度確保できており、現在のところ

資産構成は比較的健全な状態を維持しているといえる。 ただし、 今後、 これまで抑制してき

た施設 ･管路の維持管理や建設改良事業に費用を投じる際にも財政状態を維持できるよう、
留意していく必要がある。

図表 12 水道事業貸借対照表の推移 (概要)

25,8l7,994 25,392,653 25,536,937 1

うち有形固定資産 25 ,4 8 8 ,28 5 25･266 846 、25rf42 027 ,ん2 5 ,3 8 9,4 60 1

127

2,036,860 1,967,363 2 ,f6 6 ,6 5 2

2 8 210 294 27 6 51 208 28 005 064

16 1,5 8 9 134,0 18 1 16 ,2 5 3 5 2 ,4 5 4 4 ,8 5 0 ,3 6 1

4,6 17,06

476,863 303,617 340,638 5 73 ,79 3 7 7 2,8 9

案債※

12,681,772

1 3 105 85

76甘く 5 356 797 J 5 35〇78 1

19 121 150 19 121 004 18 802 892 18 922 186 6 1

73 2 7 772 659 27 194 31

※26 年度の繰延収益追加、 企業債の資本金から負債への移行は公営企業会計に係る制度変更による。

(3) 他団体と比較した経営状況

① 経営の健全性 ･効率性

地方公営企業では、平成 26年度決算から、経営 ･施設等の状況を表す経営指標を用いた経

年比較や他団体との比較を行うための ｢経営比較分析表｣ を公表することとなっている。 こ

こでは、本市の経営比較分析表データのうち、経営の健全性･効率性に関するデータ (図表 13)

を参照しながら経営状況について分析する。

まず経常収支比率*10 (①‐1 ) や累積欠損比率*11 (②‐2 ) を確認すると、 本市の収支の状

態が類似団体に比べて厳しい状態で推移していることが分かる。 経常収支は平成 25 年度に

100 % を超え黒字に復帰したものの類型平均を大きく下回り、累積欠損金も会計制度変更に伴

って平成 26 年度に解消したものの、 今後再び累積していくことが懸念される状態である。

これに関連して、 料金回収率*l2 (①‐5 ) を確認すると、 この値が一貫して 100 % を下回っ
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ており、 給水原価を回収する料金収入が得られていないことが収支を悪化させる要因となっ

ていることが読み取れる。 給水原価*13 (①‐6 ) は低く抑えられているが、これは他団体に比

べ施設 ･管路の維持管理や更新に費やす費用を含めてコストを絞り込んできたことを意味し

ている。 安定的な水道事業運営のためには料金収入を適正な水準で確保し、 維持管理 ･更新

図表 13 水道事業比較分析①経営の健全性 ･効率性

⑦-1 経常収支比率 (% )【↑】
4134 1　　　 　 　

107,74 107.91

　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　9954 9937
100 ( 96‐57 鬱 ･顔

7.○ - - - -
5776.0

　　　 　 　　　　　
4‐〇 - ---′ ‐ - - 碆

　　　
　　

① -2 累積欠損金比率 (% )【↓】
-
577

oo ℃ ･
96.57 . -

1/′

　　 　　　　　　　　　　　　 　 　
　

　
H22 H23 H24 H25 H26

陛圏桑名市 …今中鞆型平均

(経常収益÷経常費用)x100

①-3 流動比率 (% )【↑】

　　　　　　
　　　　

　　　　　　　100

H22 H23 H24 H25 H26

囲國桑名市 oL@⑲類型平均

(流動資産÷流動負債)x100

①-5 料金回収率 (% )【↑1
110.0 ……………-- --……--‐…‐‐…----……----……--…‐‐‐…-----…--- -- -‐…--]○62‐……

1028

も. 事~三盡》〆メメ　　　　　　

　　　　　　　　　
H22 H23 H24 H25 H26

西国桑名市 C⑧れ類型平均

(供給単価÷給水原価)x100

① -7 施設利用率 (% )【↑】

650 - - ……‐…---- % ‐ - - 90.0
64.0 … -- 63.1 -、“ 62.8……‐‐…--- -…… - -- ……‐--… 890

------『-- - - --……----…--62･5……-州-----…-

　　
　 　　　

　
　

　　 　 　
H22 H23 H24 H25 H26

区西桑名市 …@“類型平均

(一日平均配水量÷一日配水能力)x100

　　 　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　　 　　

Qo ].14‐ 6.81日22 日23 日24 日25 日26

誣囮桑名市 ご@ゐ類型平均

(当年度末未処理欠損金÷(営菓収益一受託工事収益))x1oo

①‐4 企業債残高対給水収益比率 (% )【↓】
400
　　　　 　 　 　　　

　　　　　　　 　　　　　
250　　　　　　　　

囮囮桑名市 勾峰-類型平均

(企菓償現在高合計÷給水収益)x 100

① -6 給水原価 (円)【↓】

180.0 ---1617 一 166.4 166.2 1649- - "552 一一
　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　
140.0 ‐‐‐…----- -- - -- 114.5 - 1工礼7一-1食○･0 112‐3 1〇9‐9
1000

　　　　
　　　

　
　　

　 　
　　　

　　　　

H22 日23 日24 日25 H26
函圀桑名市 “@¥¥類型平均

(鷲常費用‐{受託工事費･材料及び不用品売却原価･附帯事業費中長期前受金戻入)
÷年間総有収水量

① -8 有収率 (% )【↑】

※類型平均とは、人ロ 10 万人以上 16 万人未満の末端給水事業の平均値。

また図中、【↑】 は上昇した方が望ましい指標、【↓】 は減少した方が望ましい指標であることを示す。

費用に充てることが求められる。

‐‐‐‐… ‐ 91.0 ……8 99 … ‐‐- も甘言…- -- -奪辱ぢ --… 898 - - -頭芯 --
　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

--62.5……‐…---…-一

86.o 855 85.0
856　　　 　　

　 　　　 　　　
日22 日23 日24 日25 日26

図囲桑名市 "“-類型平均

(年間総有収水量÷年間総配水量)x100
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財務状態の健全性の指標となる流動比率*14 (①‐3 ) は近年低下傾向にあるが、 平成 26 年

度時点の 296 % という値は、 当面の支払いや資金繰りに問題がないことを示している。 また

企業債残高の大きさの指標である企業債残高対給水収益比率*16 (①‐4 ) も低下傾向で、債務

負担が抑制されてきたことが見てとれる。 ただし、 今後の施設 ･管路の維持管理 ･更新やそ

の他新たな投資に際しては、 これらの指標の変化に留意する必要がある。
さらに施設利用率*16 (①‐7 ) や有収率*17 (①‐8 ) を確認すると、 平成 26 年度時点で類似

団体よりも低い水準となっており、 施設の遊休化 ･漏水の増加等が懸念される。 本市におい

て施設の効率的な活用や漏水抑制のための対策が重要となっていることを示唆するデータと

いえる。

② 老朽化の状況

続いて、本市の経営比較分析表データのうち、 老朽化の状況に関するデータ (図表 14) を

確認する。 有形固定資産減価償却率*18 (②‐1 ) からは、 固定資産の老朽化が徐々に進み、 平

成 26 年度には類型平均を上回る率となっていることが分かる。 管路経年化率*1D (②‐2 ) と

管路更新率*20 (② G ) からは、法定耐用年数を超過した管路の割合が類似団体を大きく上回

る割合で増加し、 その更新は停滞していることが読み取れる。 厳しい財政状態の中であるも

のの、 施設 ･管路に対する一層の投資が求められているといえる。

図表 14 水道事業比較分析②老朽化の状況
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圈圏桑名市 “@沙頴型平均 睦囮桑名市 凸@玲類型平均 “ 圈囮桑名市

(有形固定資産減価僞却累計籏号 (法定耐用年数を経過した管路延長÷管路延長)x 100 (当該年度に更新した管路延長÷管路延長)×100有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価lx 100

※類型平均とは、 人ロ 10 万人以上 16 万人未満の末端給水事業の平均値。

(4) 事業の課題

● 持続的な水道事業の運営に向けた建設改良投資の実施

水道事業においては、平成 26年 3月に桑名市上水道事業基本計画を策定し、安定的な水供

給に向けた中長期的な建設改良投資の見通しを立てている。この中で、平成 36 年度までに実

施する建設改良投資として、水源や送配水系統の整備、 東南海地震等の大規模地震の発生を
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見据えた基幹管路の耐震化、老朽化する機器や配水管網の更新などが挙げられている。
これら基本計画に基づく整備を実施するため、 今後はこれまで抑制してきた建設改良費を

引き上げ、 大規模な投資を行っていく必要がある。 ただし近年、 労務費単価や資材費等の上

昇が顕著であることや、 下記に示すように新たな投資も必要となっていることから、 情勢の

変化を踏まえつつ、改めて優先順位を明確にして投資計画を立てることが課題となっている。

● 橋梁工事 ･下水道拡張事業に合わせた水道工事費の確保

本市では、現在水源を地毅対象蛯夏型吸麹苺(頗久鶏馨&長曇入挫区を、将来的こ予定されてい

た国の橋梁ェ事 (鯵酘黍睫窓抜賛姦去勢 もこ合ゎせて桑名地区と接続し、ょり安定的な水供

給を行ぅことを計画していた。 この履梁玉虫巍蝋成辺ね~地9 毎蹴こかけて実施されることと

なったため、 従来の想定よりも前倒しで投資を行う必要が生じている。 また、 本市では今後

10 年程度で大規模な下水道拡張事業 (コストキャップ型下水道事業) も行う予定となってお

り、 この工事に合わせた水道管の移設等の工事費用も見込む必要がある。

このように、 基本計画に基づく投資に加えて、 新たな投資が必要となっていることを踏ま

え、企業債の償還金負担等を安定的な事業運営に支障のない範囲に抑えながら、 投資を行っ

ていくことが求められている。

● 水道施設 ･管路の安定的な維持管理に向けた費用の確保

上記で確認したとおり、 本市の水道施設 ･管路の老朽化は類似団体を上回るペースで進ん

でいる。 これまでは老朽化への対応を最小限にとどめつつ給水原価を抑えてきたものの、 安

定的な維持管理に向けて、今後は各種業務の委託料や、不具合の生じた施設 ･管路の修繕費

を増やさざるを得ない状況となっている。 また浄水場や配水施設の動力費 (電気料金等) に

ついても、 近年の単価上昇を踏まえて適切な予算を確保しておく必要がある。 コストの削減

努力を講じつつも、 安定的な事業の継続、 施設 ･管路の維持管理が可能となるよう費用を見

込むことが求められる。

● 収支の均衡を実現する財源の確保

以上のように安定的な水道事業の運営のために必要なコストの増加が見込まれる中、 それ

に対応する財源を確保することも課題となっている。 水道事業は料金収入を主な財源として

運営されていることから、 利用者の負担に配慮しつつ、 適切な料金水準を検討し、 市民 ･議

会に理解を求めていくことも必要となっている。
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3 .2 下水道事業の現状

(乍) 事業の概要

① 事業の沿革

桑名地区では、 昭和 36年から既成市街地における合流式 (汚水と雨水を分けずに処理 ･放

流する方式) の下水道事業が始まり、昭和 47年から新市街地で分流式 (汚水と雨水を分けて

処理 ･放流する方式) の下水道事業が開始した。 その後昭和 52年からは、 三重県が地域の河

川と海の水質保全を目指し、 県北部の汚水処理を担うことになった (北勢沿岸流域下水道 ･

北部処理区事業)。桑名地区でもこれに合わせて地区全体の下水道が分流式に統一され、汚水

は川越町にある県の流域下水道*21に接続して処理し、 雨水は河川や海に放流されるようろこな

っ た。
′多度地区でも桑名地区と同様に分流式の下水道が整備され、汚水は県の流域下水道に

接続して処理し、 雨水は放流する方式をとっている。

これに対して長島地区は単独で分流式下水道もこよる下水処理を行っている。 汚水は長島浄

化センター ｢クリーンビア｣ (平成 12 年 3月供用開始) で処理し、 雨水は放流している。

② 施設 ･普及等状況

本市の下水道事業では、事業の計画性や透明性を高めるため、 地方公営企業法の財務適用

を平成 22 年度に、 全部適用を平成 23 年度にそれぞれ行っている。 また上記にも示したとお

り桑名地区 ･多度地区では流域下水道に接続しているほか、 全市で分流式の方式で下水処理

を行っている。

下水道の処理区域は各地区で順次拡大されてきたが、平成 26年度時点で本市の下水道普及

率*22は 74.7 % であり、未だ下水道に接続できない地区も多く存在するのが現状である。 そこ

で本市では、 下水道の普及加速に向けて、 国 ･県と連携して新たな技術 ･整備手法によりコ

スト ･工期を圧縮しながら下水道整備を進める事業 (コストキャップ型下水道事業) を予定

している。 この事業により、 今後 10 年程度で下水道普及率を約 90 % まで大きく向上させる

ことが計画されている。

図表 16 桑名市下水道事業の施設 ･普及等状況

　 　 　 　
　　 　 　 　 　 　　 　　 　

地方公営企業法適用 法適用 (平成22年財務適用 ･平成23年全部通用)地方公営企業法適用

流域下水道接続

処理方式

法適用 (平成22年財務適用 ･平成23年全部通用)

有り(桑名地区･多度地区、長島地区は単独処理)

分流式 ‐処理区域面積 2 2 .9 3畑

6 4 2 .7 8人/ 畑 普及率(人口割) 7 4 .7 %

③ 料金体系

下水道事業でも旧 1 市 2 町の料金体系が統一されている。 料金改定も水道料金とあわせて
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平成 25 年 7月に実施され、 平均 12.9 % 料金水準が引き上げられた。 一般の下水道使用料に

ついては、 基本料金を据置きしたうえで、 従量料金を細分化して引き上げる形で料金改定が

行われた。 ただし、 特に高齢者世帯等の小口需要家に配慮し、 1 謹 ~ lo 証までの従量料金は

据え置いている。

現行料金体系の下での使用料単価*“は、 全国平均よりも高い水準にある。 しかし後述する

とおり、 料金改定後も下水道事業の資金繰りは厳しい状態にあることから、 利用者の負担を

できるだけ抑える努力を行いつつも、 さらに料金改定を検討しなければならない状況となっ

ている。

図表 16 下水道事業における料金体系について

1 幅から10幅まで

1o m を超え30揃まで

30冊を超え100霜まで

100甫を超え5oo禰まで

500祚を超え1,00o m まで

約00幅を超えるとき

-椚につき

改定後の使用料単価及び類型平均･全国平均との比較 (税抜 ･平成26年度)

桑名市 162 .2円′祠 類型平均 16 6 .0円 /話 全国平均 136.1円/話

※使用料単価は ｢下水道使用料÷年間総有収水量｣。

類型平均とは、 処理区域内人ロ 10万人以上 ･処理区域内人ロ密度分布 50人/ha未満の団体の平均値。

④ 組織体制

上記で確認したとおり (図表 3 ･図表 4 参照)、本市は平成 23 年 4月には上下水道事業の

組織を統合し、効率的な組織運営に向けた組織構成 ･事務分掌の見直しを行うとともに、定

員管理の適正化にも取り組んできた。 上下水道事業全体としての組織体制 ･業務の効率化を

今後も継続していく。
一方で、下水道事業でも水道事業と同様に職員の高齢化が進んでおり (図表 5 参照)、 特

に技術職におけるノウハウの若い世代への継承を進めていくことが求められている。

改定後(税抜) 平成25年7月1日改定
蕁 .･:: !　

　 　　
　　　　

1祠から1o m まで “ 20.00円

也幅を超え20幅まで 152.00円

20祠を超30幅まで 162,00円

30 m を超え50幅まで 221,00円

一般 goo.oo円 50話を超え100祠まで 231.00円

Too幅を超え200 m まで 269.00円

2oo禰を超え500 m まで 278.oo円

500幅を超え1D oo m まで 297.oo円

もooo mを超えるとき 325.oo円

公衆浴場 1祚につき 26,oo円

1 m につき
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(2) 事業の動向

① 対象人口 ･水量 ･使用料の動向

図表 17 のとおり、本市の下水道処理区域内人口 (下水道整備済区域に居住する人口泥ま、

これまでの継続的な下水道整備により増加を続けてきた。平成 30 年度以降に予想される人口

減少を加味しても、 今後もコストキャップ型下水道事業により下水道普及に向けた投資を加

速させることで、 処理区域内人ロはさらに増加していくと見込まれる。 一方、 現行水準に投

資を抑制した場合、 処理区域内人口は横ばい ~ 微増で推移すると見込まれる。

また、 水洗化人口 (下水道整備済区域で実際に下水道に接続している人口) は、 これまで

処理区域内人口を上回る伸び率で増加してきている。 コストキャップ型下水道事業により普

及投資を加速させれば、今後も水洗化人口の伸びを維持できると推計される。これに対して、

投資を現行水準に抑制した場合は、 水洗化人口は横ばい ~ 微減で推移すると推計される。 本

市の水洗化率 (処理区域内人ロに対する水洗化人口の割合) は鞄逮契筑生度姿蟻も袰態教嫉達

し、 100 % に近づいていることもあり、新たな投資を行わない限り、水洗化人口を拡大するこ
　 　

　とは難しくなっている。

図表 17 下水道処理区域内人口 ･水洗化人口の推移

人

110′000

105 000

100′000 一…

95,000 -…虚多

90′000 … --…

85′ooo ……

80′000

H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 31 H32 H 33 H 34 H35 H 36

処理区域内人口
H 22 103′761

水洗化人口

実績 ←、……- ゅ 将来推計

普及投資加速
H36 120′460

現行投資維持
H36 109′869

普及投資加速

H36 109′287

現行投資維持

H36 102′673

汚水処理量 ･有収水量は、 過去 5 年間、 微増もしくはほぼ横ばいで推移しており、 大きな

伸びが見られない (図表 18)。 この間、 図表 17 にあるようみこ水洗化人口は大きく伸びてい

るが、節水意識･節水技術の向上により水洗化人口 1人当たりの使用水量が減少したために、

汚水処理量や有収水量の増加に結び付かなかったものと考えられる。

今後も 1 人当たりの使用水量の減少が続くと想定されるが、 コストキャップ型下水道事業

により普及投資を加速させた場合には、汚水処理量･有収水量は微増を続けると見込まれる。
一方、 現行水準に投資を抑制した場合には、 平成 27 ~ 36 年の期間で徐々に汚水処理量 ･有

収水量が減少していくと推計される。
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図表 18 汚水処理量 ･有収水量の推移

爺 B OOOP OO --

、ノ 12′500′000
普及投資加速

日36 124 75′〇75

現行投資維持
H36 11′438′256

普及投資加速

H36 10′534′362

現行投資維持
H36 9′896′837

実績一…増… - - -.一二.…:“ゞ 毎 耳将来推計

H 22 H 23 H24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 31 H32 H 33 H34 H35 H 36

下水道使用料収入は、平成 25 年 7月に行われた料金改定により、平成 25 年度、26 年度に

大きく増加している。 コストキャップ型下水道事業により普及投資を加速させれば、 今後も

使用料収入の増加が続くと見込まれる。 一方、 現行投資水準を維持した場合には図表 L8 に

見たようるこ有収水量が減少していくことから、 下水道使用料収入も減少していくと見込まれ

る。

図表 19 下水道使用料収入の推移

牟 し80q ooo ‐

門 馬750,000
、ノ H26 九690′3

1′700′000

1′65oP oo l蚤 -1,6oo,ooo
料金改定

普及投資加速

H36 1′735′88o

現行投資維持
H36 1 63o,827

1′55o,ooo

L 5oo′ooo

1′45o′ooo t ‐H22 1′484;6o9

1′400′ooo --…‐…‐‐…‐……………-- -…---- ---…-

1み5o′ooo
H 22 H 23 H 24 H 2S H 26 H 27 H 28 H 29 H 3o H 31 H32 H 33 H 34 H 35 H 36

② 収益的収支 ･資本的収支の推移

下水道事業の収益的収支は平成 22 年度から平成 25 年度まで赤字で推移してきたが、 平成

26 年度には平成 25 年 7月の料金改定に伴う使用料収入の伸び、 支払利息の減少などの要因

により黒字に回復している (図表 20、 図表 2 1)。 ただし、 今後は老朽化 しつつある施設 ･

管路の維持管理のための費用や、 下水道普及率向上に向けた費用が生じることも勘案して経

営のあり方を検討していく必要がある。

資本的収支の推移も確認すると、毎年 20億円程度の企業債償還金 (元金償還金)が支出と
　

して発生しており、 ここ 5 年間増加傾向で推移していることが見てとれる (図表 2慈)。 これ

により毎年多額の現金支出が発生しているため、 下水道事業では、 流動資産を確保して資金
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不足を防ぐことが求められている。

図表 20 下水道事業損益 (純損益 ･経常損益) の推移

10 6 経常損益
( 150

百 100 -- ------- ---- - - -- -- ------

万 50

巴 o
△ 78

　　　　 　　 　 　　　

△ 8 ‐ 純損益

△ 10 0 △143 サ - -△ 25

△ 150
△ 57

△ 9 6

△ 20 0 ' △ -154… レー
H 2 2 ･ H 23 H 24 H 25 H 26

図表 2 1 下水道事業収益的収支 (収入 ･支出総額及び主な項目) の推移

′ 項 目 初年度 留年川 24年州 25年度 医年度 P 離鼾 l鰐隷秘
収 ･“入 l 3,181- 3,231l 3,149 l 3,199 I 4,8871 1,706 l 5 3 .

“6

撥用料収入 I M 85l 1,5ool L 509l 1.633l 1鍵 ol ＼ 2 0 就 学 .'13巡

廳 鹸“■‘“ l 1-686I 17 2中 川 1,56等 醐 今発話 △ 18‐2

支 出 ゞ l 3,335t 3,288l 3,245 l 3,224 l 4,834 l 1 4 99 l 44･9

I職員給与費 1 94l 126t 156l 1 43l 124l 30 l 3 1 9

騙費 l 秘: 2g訝 柵 矧 得ろI △ 62 F 22‐o
‘′ “ 7･7

殴匙 !認l 認l 議l 釧 溌l “荘遼8
緘価償却費※ ′ I t 28ol 1,238 I 1,242 I 12 59I ' 2,867 - 1,587 l 124.o

収 支 差 引 l △ 154l △ 57l △ 96I △ 25l 53l 207l 134.4

※26 年度の長期前受金戻入追加、 減価償却費の増加は公営企業会計に係る制度変更による。

図表 2 2 下水道事業資本的収支 (収入 ･支出総額及び主な項目) の推移

項 目 - 22年度 l 23年度 I 24年度 l 25年度 l 26年州 2鰯好美綴醤掛
収 . 入 1 1,706l 28 34 l 2,249l 1,292I 1,943 I 237 I 13.9

l企業債 l 723 l u 58l 98o l 527 r 1 期3I
“

35ol 48.4

橋鱗。“
-
- :熟 語一冊ト弓 計-難トズ韻--宝器

l負担金 1 132 l 21I 22l 14l l51 △ 117l △ 88 .6

支 出 l 2,768 I 3,552 l 3,423 l 2,77o 1 2,676 I △ 92l △ 3 .3

l窟 露見費 l 霜nl 帆フn l む4 吋 R 倒 ゑQ I △ 392l △ 45.8

l企業債償還金 斗 虐粥蜷rぐ 2 ,032 r
! 2,oo8 事 裟 將 2 r ,2;2f4 r ＼ こ 3o性 三 裟増 5ゞ 7

収 支 差 引 l△ 1,o62 ; △ 惚 18l △ u 74 l △ 1,478l △ 734 - 3?8 I 30.9
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③ 資産 ･負債の保有状況

下水道事業では、平成 22 年度に約 393 億円だった企業債残高が平成 26 年度には約 347 億

円まで減少しているが、 依然多額の企業債を抱えている状態にある。 これに対して流動資産

の保有水準は低く、平成 26 年度に約 8.3 億円となっている。 このうち現金預金は 5.6 億円程

度にとどまっており、 流動負債約 26.9 億円を大きく下回る。 この不足を補うため、 下水道事

業では一時借入金や企業債の借入に頼っており、 極めて困難な資金繰りを迫られている。

図表 2 3 下水道事業貸借対照表の推移 (概要)
　　 　　　 　 　

　 　 　 　 　 　　
　

寛 固定資産 99 396 807 100 045 8 15 100 180 955 99 9 2 6 ,9 1 1 9 1 0 5 0 ,12 4

1 145 713{■"露垂範籔翼7臭壞
1
-逆黛し翠具騙粃 - 鰓…

※26年度の繰延収益追加、 企業債の資本金から負債への移行は公営企業会計に係る制度変更による。

(3) 他団体と比較した経営状況

① 経営の健全性 ･効率性

下水道事業についても、 本市の経営比較分析表データを使用し、 経営の健全性 ･効率性に

ついて類似団体と比較しながら分析する (図表 24 )。

まず経常収支比率 (①‐1 ) を見てみると、 平成 25 年 7月の料金改定の効果により平成 26

年度には黒字に回復しているものの、 類型平均と比較すると低い比率であることが分かる。

累積欠損金比率 (①‐2 ) は平成 26 年度に解消されたが、 これは同年度の会計制度改正の影

響によるもので、 引き続き収支の均衡を保ち欠損金の発生を防ぐことが求められる。

経費回収率*24 (①‐5 ) ･汚水処理原価米25 (①‐6 ) にも改善傾向が見られるが、 今後は下水

道普及の加速に向けた投資や既存施設 ･管路の維持管理費用も求められることから、原価の

上昇が予想される。 料金水準の再度の見直し等により財源を確保し、 経費回収率を維持して

いくことが重要と考えられる。

流動比率 (① 3 ) は減少傾向で推移しており、 平成 26 年度には会計制度変更の影響も受

け、 31 % まで大きく落ち込んでいる。 この水準は類型平均と比べても低い。 流動比率を押し
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下げ資金繰りを困難にしている主な要因は、 上記で確認したとおり、 企業債元金償還金の負

担である。 企業債残高対事業規模比率*26 (①‐4 ) からは、 本市の企業債の債務負担は類似団

体に比べ大きい水準であることが読み取れる。 下水道事業の継続的な運営のためには、 料金

改定等による財源確保と、 債務負担の増大回避の両面で対応が求められる。

図表 2 4 下水道事業比較分析①経営の健全性 ･効率性

①-1 経常収支比率 (% )【↑】
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② 老朽化の状況

老朽化の状況についても経営比較分析表のデータを基に分析する (図表 2 5)。

有形固定資産減価償却率 (②‐1 ) と管渠老朽化率*27 (②‐2 ) については、 類型平均より

低い水準であるものの徐々に増加を続けており、 固定資産の老朽化が進みつつあることが読

み取れる。 実際、 既に老朽化の進んでいるポンプ場 ･処理場や、 法定耐用年数には至らない

ものの劣化の進んでいる管路もあり、これらの更新や長寿命化への対応が必要となっている。

しかし、 管渠改善率*28 (②‐3 ) から分かるとおり、 管路の更新 ･改良 ･維持は進んでいない

状況である。

下水道事業の置かれる財政状況は厳しいものであるが、今後は施設 ･管路の老朽化への対

応に向けた費用を可能な限り確保することが求められるといえる。

図表 2 6 下水道事業比較分析②老朽化の状況

② -1 有形固定資産減価償却率 (% )
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(4) 事業の課題

● 下水道の普及と更新 ･長寿命化に向けた建設改良投資の実施

下水道事業においては、既に述べたとおり、今後 10 年間程度で全市への普及を加速させる

ため、 コストキャップ型下水道事業を実施する予定となっている。 これに加えて、 汚水処理

場や、 処理場まで汚水を送るポンプ場の整備 ･更新のための投資、 市街地を水害から守る雨

水管渠 ･雨水ポンプの整備 ･更新に向けた投資なども継続的に行っていく必要がある。

これらの整備のため、平成 36 年度までの本経営戦略の期間中は、従来よりも多額の建設改

良投資が必要になると見込まれる。 厳しい財政状況の中、 投資水準を高めつつも持続的に下

水道事業を運営していくことが大きな課題となっている。

● 下水道施設 ･管路の安定的な維持管理に向けた費用の確保

水道施設 ･管路と同様、 下水道施設 ･管路も老朽化が進みつつあり、 安定的な維持管理に

向けた業務の委託料や、 不具合の生じた施設 ･管路の修繕費は今後大きく増大していくこと

2 1



が見込まれる。 また下水処理場やポンプ場の動力費 (電気料金等) についても、 近年の単価

上昇を踏まえて適切な予算を確保しておく必要がある。 コストの削減努力を講じつつも、 安

定的な事業の継続、施設･管路の維持管理が可能となるよう費用を見込むことが求められる。

● 収支の均衡を実現する財源の確保

以上のように、建設改良投資や委託料 ･修繕費 ･動力費等のコストの増加が見込まれる中、

それに対応する財源を確保することも課題となっている。

下水道事業は、 家庭や企業等に負担いた送に≦使用案並 負担金空、 決められた基準に沿って

至当される国 ･県などの補助塗金公 さらるこ市の一般会萓土建も麦出される迩入金によって運営さ

れている。 このしうち下水道使用料について竣兆一利用煮の負担に鞄直し2 2 一厳しい財政状況

章踏まえ適正な水準を検討していくこれ麓速められ蓬¥ 一方、市の一般会計からの繰入金に

ついては、市全体の財政状況も勘案しで琵妥当な水準豊三土る必燐要が盪辺" 総批金的な観点から財

腺確保の、あり方を設定してい≦三五が議題Lと塗2逕辿1る4

● 安定的な事業運営に向けた流動資産の確保

下水道事業においては、 上記で確認したように、 現金預金などの流動資産の水準が低く、

資金繰りが目下の課題となっている。 収支の均衡とともに、 資金の枯渇を防ぎ、 安定的な事

業運営を実現するための計画立案が求められる。
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4 投資 ･財政計画

4 .↑ 水道事業の投資 幌オ政計画

(年) 計画検討の方針 ･目標及び条件

① 投資 ･費用に関する方針 ･目標

● 投資 ･費用に関する検討方針

本市の水道事業の収支は厳しい状態で推移しているが、 今後人口減少に伴う給水収益の減

少によりさらに収支が圧迫されると見込まれる。 しかし、 安定的な事業運営に向けて、 基本

計画に挙げられている事業については投資の確保が求められる。 特に優先度の高い事業 (基

幹管路整備、配水管路耐震化、機器更新、老朽配水池更新、B C P *29(B u sin ess C o n tin u ity P 1a n、

事業継続計画) 及び水安全計画*30策定) については本経営戦略期間内に実施し、 その他の事

業については実施時期を後ろ倒しすることで投資水準の抑制 ･平準化を図りながら、 事業を

進めていく方針とする。 また、 新たに投資が必要となっている橋梁工事 ･下水道拡張事業に

合わせた水道工事についても着実に実施する必要があることから、 このための投資額も確保

する。

さ 拭こ、 老朽化する施設や管路の維持管理を安定的に行っていくには、 委託料 柏修繕費な

どの経費を増加させることも必要である。 本市の場合、 管路経年化率が高く有収率も類型平

均を下回る状況であることから、 有収率向上に向けて漏水対策を強化するための費用を含め

て確保する方針とする。 ただし、 物価上昇に際しても相応のコスト削減努力を行うことで予

算への反映を避け、 できる限り費用を抑える方針とする。

上記に加えて、 現金保有水準の低い下水道事業の財政状況の安定のため、資金貸付による

支援も行う方針とする。 なお貸付は、水道事業の資金収支を圧迫しない範囲で行うものとす

る。

● 投資 ･費用に関する目標

投資 ･費用に関する具体的な目標として、 有収率の向上 (平成 26 年度 85.6 % →平成 36 年

度 90 % 以上)、 管路更新率の向上 (平成 26 年度 0.44 % →平成 29 年度以降 1.00 % 以上) を設

定する。 このほか基本計画事業や新規事業、 施設 ･管路の維持管理の着実な履行を通じ、 安

定的な事業運営につなげることを目指す。

② 財源に関する方針 ･目標

● 財源に関する検討方針

本市の水道料金の水準は、図表 2 で確認したとおり、 類似の団体や全国平均と比べて大幅

に低い状況にある。 現行の料金水準では、安定的な水供給に向けた投資や老朽化する施設 ･
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管路の維持管理の費用をまかなうことは極めて困難であることから、 料金水準の見直しを行

う方針とする。

また、建設改良費こ充てる企業債ま、従来億運霧期圏盤0 年の条件で借入してきたが･ 平成

27 年度より、 新たに償還期間 40 年で借入を行うことが可能となった。.各年度における企業

債元利償還金の負担を抑制 ･平準化し、 安定的な事業運営につなげるため、 建設改良費及び

起債金額が膨らむ平成 29年度以降の企業債は償還期間 40 年の条件で起債する方針とする。

● 財源に関する目標

本市の水道料金の水準は他団体に比べ低いものの、 急激な水準の引き上げは市民生活への

影響が大きいことを考慮し、 計画期間内の経常収支比率が平均 100 % 以上、 累積欠損金比率

ゼロを目標として水準を設定する。

また、 投資を増やすことにより計画期間内に企業債残高が膨らむことが避けられないが、

債務が負担可能な範囲に収まるよう、篦鑿務凝償還年数鰤 (全塞鍾残高÷業務活動にょるキャッ

シュフロー) 30 年以内を目標に設定する。 債務償還年数は事業活動から生み出されるキャッ

シュフローを企業債償還に充てた場合に何年で返済可能かを示す指標である。 既存の企業債

はおおよそ償還期間が 30 年で、今後は 40 年償還の条件で借入することを予定しているため、

30 年以内に収まれば期限内に償還可能な計算となる。

Q止記の目標に沿った料金水準として、投資 ･財政計画では、 平成 29 年度に現行水準比年間
　　 　 　　

5.2 億円増、 平成 33 年度に年間 2.4 億円増の料金改定を仮定する。
ヒ ト,T,ん, ,,, 幕 ,, ･ , ｢て, , ,試 烈ホ

③ 計画検討の条件

上記の方針 ･目標を踏まえた検討条件は、図表 26 のとおりである。
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図表 26 水道事業投資 ･財政計画検討の条件

有収率 l目標として向上を目指 が 計 画こ弾力を持たせるため試算上るま現状のまま推移と仮定。
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(2) 投資 ･財政の見通し

検討条件に基づく投資 ･財政計画は、図表 2 7 のとおりである。 また、 投資 ･財政計画の

下での収益 ･支出 ･損益、 資金等の推移を図表 28、 経営指標の推移を図表 29るこ示す。

投資 ･財政計画において、 施設 ･管路の維持管理や投資事業のための費用は膨らんでいく

ことから、 現行水道料金水準を据置した場合、 損益は大幅に悪化する。 これに伴って未処理

欠損金も大幅に膨らみ、 内部留保資金*32も枯渇することから、 料金改定無しに経営を持続す

ることはできない。 平成 29 年度、 平成3 3 年度に料金改定を行うことで、 経常収支をおおよ

そ均衡させ、 欠損金の発生も防ぐことができる。 また平成 36 年度時点の債務償還年数も 26

年で、 現状に比べ大きく増加するものの目標の 30 年以内に収まる。
この際、 内部留保資金は大きく増加していくことになるが、 これと同時に計画期間内の投

資に伴って企業債元金残高も大幅に増加する。計画期間終了後の平成 37年度以降、新たな借

入によって増加した企業債の償還が本格化していくため、 これに備えて、 計画期間内に内部

留保資金を蓄積しておき、 健全な財務体質を保つべきと考えられる。
なお、 投資 ･財政計画は料金改定を前提としたものであり、 市民及び議会からの理解を得

て、 適切な料金体系を実現することが極めて重要である。 加えて物価や金利の動向、 水需要

の動向によっても、 収支の均衡を保つことが困難となる可能性がある。 投資計画の中では、
委託料 ･修繕費等の抑制や、 投資事業の一部先送りによってコストの低減を図ることとして

いるが、 これらとあわせて、 有収率の向上によるコストの抑制や、 業務改善等の取組みを継

続的に実施し、 安定的な事業運営につなげていくこととする。 また、 状況の変化に応じて投

資 ･財政計画の内容についても見直しをかけ、 機動的に対応をとるものとする。
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図表 2 7 水道事業投資 ･財政計画

862,f64 891,775 881

= 4 157 138 382 16

※資金不足比率は (建設改良費に係る企業債を除く流動負債一流動資産) ÷ (営業収益- 受託工事収益) で算出。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律で資金不足の解消 ･抑制が求められている。



図表 2 8 水道事業投資 ･財政計画における収益 ･費用 ･損益、 資金等の推移 (単位 ;千円)
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図表 2 9 水道事業投資 ･財政計画における経営指標の推移
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4 .2 下水道事業の投資 ･財政計画

(○ 計画検討の方針 ･目標及び条件

① 投資 ･費用に関する方針 ･目標

● 投資 ･費用に関する検討方針

下水道事業の収支、財政状態は厳しい状態にあるが、本市において下水道は普及の途上に

あり、 コストキャップ型下水道事業により普及率を高めていくため、 これまで抑制してきた

建設改良費を増額しなければならない。また安定的な事業運営に向けて、処理場 ･ポンプ場 ･

管路の整備と長寿命化も先延ばしにできない状況であり、 この投資も見込むこととする。
また老朽化しつつある施設や管路の維持管理を安定的に行っていくには、 委託料 袖修繕費

などの経費を一定程度増加させることが必要な状況となっている。 ただし、 費用の増加に伴

う市民 ･事業者の負担増をできる限り抑えるため、 今後想定される物価上昇に際しても、 継

続的にコスト軽減策を講じることにより現行費用水準を維持する方針とする。

● 投資 ･費用に関する目標

投資に関する目標として、毎年 1.5 % の下水道普及率向上を目指す。 このほか、最低限必要

な施設 ･管路の整備と長寿命化、 維持管理を着実に行い、 安定的な事業運営につなげること

を目指す。

② 財源に関する方針 ･目標

● 財源に関する検討方針

施設 ･管路の維持管理に係る費用の増加や、 下水道普及の加速に向けた投資をまかなうた

めには、 使用料 ･一般会計繰入金 ･借入金等、 様々な手段で財源を確保することが求められ

る。 また、 下水道事業においては流動資産の保有水準が低く、 資金繰りが課題となっている

ため、 資金不足が生じる可能性にも留意して財源確保を図る必要がある。
収支 ･財政状態の悪化を食い止めるため、 まず下水道使用料について適正な水準への引き

上げを行う方針とする。一般会計繰入金については、一般会計側の厳しい財政状態を考慮し、
現行水準 (総額 18 ~ 18.5 億円) を維持する方針とする。 企業債については、従来主に償還期

間 30 年の条件で借入してきたが、 今後は償還期間 40 年でf豊△することとし、 各年度におけ

る企業債元利償還金の負担を抑制 ･平準化していく方針とする。 加えて現金収支を改善し、

流動資産を確保するため、企業債の元金償還金が減価償却費を上回る範囲で起債することが

認められている資本費平準化債を限度額近くまで借入する方針とする。さらじここれらに加え、

平成 28 年度以降、水道事業から各年 1億円の借入 (3 年一括償還 ･利率 1 % と仮定) を行っ

て手元資金を積み増し、 財政状態の健全性を高める方針とする。
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● 財源に関する目標

財源に関する目標として、 まず各年の経常収支比率 100 % 以上、 累積欠損金比率 0 % を設

定する。 加えて、 企業債負担が重く、 資金繰りが困難な下水道事業の現状を踏まえ、 債務償

還年数の現行水準以下での抑制 (平成 26 年度の 29.3 年を下回る値に抑制)、現金保有水準の

増加 (平成 26 年度末の 5.5 億円から 36 年度末までに 10 億円以上へ増加) も目標に設定す

る。 ◆
これらの目標達成のため、下水道使用料については、平成 29 年度に現行水準比年間 3.6 億

円増の料金改定を行う方針とする。

③ 計画検討の条件

上記の方針を踏まえた検討条件は、図表 30 のとおりである。
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図表 80 下水道事業投資 ･財政計画検討の条件

昇率

水洗化人口

目標 など

収益的支出

平成28年度以降、毎年度1 % の物価上昇を想定する。ただし、物価上昇が生じた場合にも

市総合計画人口推計に沿った人口変動を仮定(図表6)。その上で下水道普及事業に
口拡大、人口減少の影響等を加味し、水洗化人口を推計(図表17)。

(コストキャップ型

‐ ■下水道普及率;各年度1,5 % の向上
■このほか施設･管路の整備･長寿命化投資、維持管理を着実に実施

平成27年度予算と同水準で一定で推移すると仮定。
スとして

1設･管路の老朽化を見据えて必要と想定される水準を積算。
平成26年度までの既得資産の減価償却費を固定資産システムより推計。これに、平成27年

平成26年度までに倍入れた企業債の支払利息を算出の上、平成27年度以降の企業債借

過去の実績値をベースとして個別に推計。
平成36年度まで毎年度、下水道普及の加速に向けてコストキャップ型下水道事業に集中
投資。段階的に事業費を増額し、平成32年度以降は国庫補助･単費あわせて8.7億円程

(その他事業)

他支出

■債務償還年数･現行水準以下(29,3
■年度末現金保有額;平成26年度末5.

･処理場･ポンプ場の整備及び長寿命化、雨水管渠･ポンプ場整備等の事業費を
あわせて、計画期間内に農業集落排水の一部を統合する予定であることから、関

地区･多度地区の汚水処理を県事業(流域下水道事業)で行っていることから、この負

出の上、平成27年度以降の企業債

として個別に推計。
水道事業からの借入(下記参照)を償還するものと仮定。

■経常収支比率･100 % 以上 ■累積欠損金比率:0 %
■債務償還年数･現行水準以下(29,3年以下)に抑制

以上

、 下水道使用料

長期前受金戻入

料推移、人口動態等を加味して現行料金水準での下水道使用料を椎
(図表19)。
らに経常利益の確保や資金不足の回避に向けた現金保有水準の向上のため、平成29年

増の料金改定を行うものと仮定して下水道使用料を推計。

。これに、平成27年

企業債
(建設改良費関係)

企業債
(資本費平準化債)

･補助金

のとして推計。償還期間40年･元金据置期間5年、利率は平成33年度までに2.0 % に上昇
し、以後は一定で推移すると仮定。一部銀行借入債とするものについては償還期間15年･
元金据置期間3年･利率1,0 %と仮定。

企業債元金償還金(汚水分の建設改良費)が減価償却費を上回
′ 平準化債を川限度額近くまで借り入れるものと仮定。償還期間15

総務省の示す算定基準に基づき基準内繰入額を推計。また一般会計繰入金総額を18 ~
L8,5億円と設定したうえで、汚水関連の建設改良費に対する基準外繰入額を設定。
建設改良費に係る国庫補助拠出基準に基づき推計。

平成28年度以降、水道事業から3年一括償還孫li率1 % で毎年1億円借り入れると仮定。
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(2) 投資 ･財政の見通し

検討条件に基づく投資 ･財政計画は、 図表 3 1 のとおりである。 また、 投資 ･ 財政計画の

下での収益 ･支出 ･損益、 資金等の推移を図表 32、 経営指標の推移を図表 33 に示す。

投資 ･財政計画において、 現行下水道使用料水準を据置した場合、 損益は大幅に悪化し、

累積欠損金も大幅に膨らむ。 内部留保資金も枯渇することから、料金改定無しに経営を持続

することはできない。 平成 29 年度に料金改定を行うことで、 黒字を確保し、未処理欠損金の

発生を防ぐことができる。 また、 計画期間内の投資に伴う新たな企業債の借入を行っても、
過去に借入した企業債の減少が大きいことから、 企業債残高は全体としては計画期間内に減

少を続ける。債務償還年数も現行水準から低下し、平成 36 年度末時点の現金保有額は約 13.3

億円まで回復して、 財政状態は改善に向かうと見込まれる。
ただし、 投資 ･財政計画は料金改定を前提としたものであり、 市民及び議会からの理解を

得て、 適切な料金体系を実現することが極めて重要である。 加えて物価や金利の変動、 水需

要の変動、一般会計の状況変化に伴う繰入金水準の見直し等が生じた場合にも、財政状態が

悪化する可能性がある。 こうした事態に備えるため、 建設改良費 ･経費の抑制に加えて、 有

収率の維持 ･向上、 業務改善、 さらに水洗化率の向上や使用料 ･受益者負担金の収納率の向

上等の取組みを継続的に実施し、 安定的な事業運営につなげていくこととする。 また、 状況

の変化に応じて投資 ･財政計画の内容についても見直しをかけ、 機動的に対応をとるものと

する。
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図表 3 1 下水道事業投資 ･財政計画
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

尺絃割防毒瀞諺持込か ,"滋鱒交萩弱ささせ鳶

の
の

※資金不足比率は (建設改良費に係る企業債を除く流動負債- 流動資産) ÷ (営業収益- 受託工事収益) で算出。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律で資金不足の解消 ･抑制が求められている。



図表 82 下水道事業投資 ･財政計画における収益 ･費用 ･損益、 資金等の推移 (単位 ;千円)
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図表 3 3 下水道事業投資 ･財政計画における経営指標の推移
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5 効率化 ･経営健全化の取組

5 1 組織、 人員、 定員、 給与に関する事項

(↑) 効率的な組織の整備 ･定員管理の推進

上述したとおり、 本市は平成 23 年 4月に水道事業 ･下水道事業の組織統合を行い、その後

も効率的な業務の遂行に向けて組織構成 ･事務分掌の見直しを行ってきた。 また、 組織構成

の見直しと合わせ、 継続的に職員定員の適正化に努めてきた。

今後も、 現行組織体制 ･定員の下で業務にあたり、 業務の効率化 ･民間委託等の活用等を

通じてさらに効率的な組織運営の実現を目指すこととする。

(2) 人材の育成 ･確保

職員年齢層の高齢化、 熟練技術職員のノウハウ継承が課題となっていることを踏まえ、 技

術部門におけるノウハウの体系化や、 研修体制の拡充を図るものとする。 また既存のノウハ

ウの継承だけでなく、 先進的な管略 ･施設の維持管理、 災害対応などに関する新技術の習得

に向けた研修や、 他団体 ･有識者等との連携も推進していくこととする。

(3) 企業職員の給与の適正化

本市上下水道事業職員の給与水準及び職員処遇は、一般会計における人事制度に準じて設

定されている。 今後も一般会計における方針に合わせて、 適正な給与制度の運用を図る。

(4) 人事管理 ･退職管理

本市はこれまで、 公平 ･公正な人事評価の推進に向けて、 全市で一般行政職主任、 専門職

主任以上の職員を対象とした目標管理制度を実施してきた。また、平成 26 年度に改正された

地方公務員法とこの運用に関する通知 (平成 26 年 8月 15 日付総行公第 67 号、 総行経第 41

号) を踏まえて、 より徹底して能力 ･実績に基づく人事管理を行うため、 新たに桑名市職員

人事評価実施要綱 (平成 27年 3月 31日制定、 4月 1日施行) を定めて人事評価改革に取り

組んでいる。 上下水道事業においてもこれに即した人事評価を推進し、 あわせて退職管理の

適正を確保していく。

3 5



5 .2 広域化及び民間の資金 ･ノウハウの活用に関する事項

上下水道事業の経営基盤の強化、 経営効率化を進め、 サービス水準の向上を目指すうえでは、

職員による業務運営に加えて、 他団体との広域的な連携や、 民間のノウハウの活用を積極的に進

めることも重要である。

こうした取組みの一環として、桑名市上下水道部では、名古屋市上下水道局と平成 23 年 3月に

技術協力等に関する基本協定及び実施協定書を結び、 その後名古屋市の出資会社 (名古屋上下水

道総合サービス株式会社) から水道事業の基本計画策定の支援を受けるなど、 技術 ･ノウハウ面

での連携を進めている。 今後も、 本市内部での技術継承に努めながら、 他団体 ･外部組織との連

携を通じた技術 ･ノウハウの獲得等を進めていくこととする。

また本市は、料金徴収事務、 上下水道利用に関する問い合わせや相談への対応窓ロであるお客

様総合センターの運営、 その他施設 ･管路の維持管理などの業務において、 幅広く民間委託を行

っている。 今後も、 民間の活力 ･ノウハウを活かし、 効率的な経営の実現につなげていくことと

する。 ただし、 委託範囲の拡大に当たっては、 民間委託と直営事業のコストメリット ･業務負荷

削減効果等を比較考量するとともに、委託料全体の適正な範囲への抑制も意識して検討を進める

こととする。

5 .3 その他の経営基盤の強化に関する事項

(○ 企業環境の整備

上下水道事業の経営基盤強化に向けて、水源及び水質の確保において、-本市他部門やその他関

係機関等との連携を維持 ･強化していく。 また、 水道事業で行っているペットボトル飲用水 ｢奥

たど山麗水 多度のしずく｣の販売事業をはじめ、附帯事業の適切な実施を通じた経営基盤強化も

引き続き推進する。

(2) 資産の有効活用等

上下水道事業の経営基盤強化に向けて、 保有資産 ･知識 ･技能の最大限の活用を図る。 特に、

上下水道事業で保有する遊休地の売却等、速やかに実行可能で経営改善に資する取組みについて

は、 迅速に対応を進めることとする。 また、 固定資産使用効率の向上の観点から、 施設のダウン

サイジングの検討も推進する。

(3) 新たな技術の活用

情報通信技術 (IC T :In恥r m ation a n d C o m m u n ication s 慥 ch n ology ) の活用を通じた業務効率

化や、 省エネルギー技術、 低コスト ･工期圧縮工法などの新たな技術 ･工法の導入に積極的に取

組み、 経営改善に役立てていくこととする。
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5 .4 ,資金不足比率に関する事項

本市上下水道事業では資金不足は現在のところ生じておらず、 戦略期間内にも資金不足の生じ

ることはないと見込まれる。 ただし特に流動資産の保有水準の低い下水道事業においては、 物価

や金利の変動、 水需要の変動、 一般会計の状況変化に伴う繰入金水準の見直し等により財政状態

が悪化することも考えられる。 こうした事態に迅速に対処するため、 流動資産 ･流動負債の状態

については随時確認をとり、 状況の悪化が見られる場合には速やかに戦略の見直しを行い、 対応

をとるものとする。

5 .5 資金管理 ･調達に関する事項

投資 ･財政計画においては、 料金収入、 一般会計からの繰入金、 補助金、 受益者負担金、 企業

債の借入、 内部留保資金等により‐資金を確保することとしている。 ただし、 料金収入は上下水道

における使用水量の変動の影響を受け、一般会計繰入金は本市一般会計における財政状況に応じ

て変動する可能性がある。 また企業債の借入においては利息の変動に留意する必要がある。 この

ため、 本経営戦略に示した投資 ･財政計画を基本としつつも、 各年度において実際の状況を加味

しつつ適切な財源構成を検討し、 資金調達を行っていくこととする。

5 .6 情報公開に関する事項

本市の上下水道事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、
‘市民と事業の状況について認識を共有

するとともに、 市民の意見を踏まえて経営のありかたを検討することが重要となっている。

このために、 本市ウェブサイトやその他広報媒体を通じて、 上下水道事業の状況や、 他団体と

比較した収入 ･支出の動向等について、 わかりやすく情報公開してい〈こととする。 加えて、 料

金水準をはじめ、 市民や市内で活動する事業者に大きな影響を与える事項に関しては、 市民向け

説明会を開催して情報公開 ･意見交換を行う。 また、 行政外部の委員を交えて委員会を構成し、

幅広い意見を取り入れて議論を進めることとする。

5 .7 その他重点事項

(○ 防災対策の充実、危機管理等の体制整備

上下水道事業が市民生活に欠くことのできない重要なサービスを提供していることに鑑み、
｢強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災 ･減災等に資する国土強靱化基本法｣ (平

成 25 年法律第 95 号) や、 同法に基づき定められた ｢国土強靱化基本計画｣ (平成 26 年 6月

3 日閣議決定) 等を踏まえ、 防災 ･滅災対策を進めていく。 特に、 基幹管路 ･施設の耐震化
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については、 東南海地震等の大規模地震の可能性を考慮し、 計画的に推進していくこととす

る。

あわせて、 危機管理、 情報管理等のリスク管理のための体制を整備し、 事故 ･災害等の緊

急事態が発生した場合に、職員や外部委託した業者が的確に対応できる体制を整備する。 こ

のために、 災害発生時の事業の復旧 ･継続のための方法 ･手段を定める事業継続計画 (B C P :

B u s in e s s C o n tin u ity P 1an) の策定等に取り組む。
また、 企業活動の中で適用される法令が遵守される体制を整備していく。

(2) 入札手続の適正化

地方公共団体が行う売買、貸借、請負その他の契約については地方自治法 (昭和 22 年法律

第 67 号) 第 234 条の規定により適切に行う必要があることを踏まえ、 各種の手続きを適切

に履行していく。 特に、 随意契約については、 地方自治法施行令 (昭和 22 年政令第 16 号)

第 167 条の 2 第 1項又は地方公営企業法施行令 (昭和 27 年政令第 2 1 条) の 14 第 1項に規

定する事由に該当する場合に締結できることに留意する。
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6 戦略の検証 ･更新等

本経営戦略は、 毎年度進捗管理 (モニタリング) を行うとともに、 4 年に一度を目安として見

直し (ローリング) を行うこととする。

見直しにおいては、 戦略の実行状況、 投資 ･財政計画と実績とのかい離やその原因に対する分

析を行い、 その結果を次期戦略へと反映していくこととし、 計画策定 (P 1an )、 実施 (D o)、検証
(C h eck )、 見直し (A ction ) のサイクル (P D C A サイクル) を継続的に運用 していく。

また検証 (C h eck )、 見直し (A ction ) のプロセスにおいては、 学識経験者等、 行政外部の意見

を聴取し、 客観的かつ合理的な検証 ･見直しが行われるよう留意する。 あわせて、 本経営戦略に

おいて実施しているように、 経営比較分析表の各種経営指標を活用し、 経営環境の類似する他団

体の上下水道事業と経営状況の比較分析を行うなどして経営状況を的確に把握し、経営健全化 ･

効率化に取り組んでいくこととする。
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資料 用語解説

* 2
I
受益者負担金

!下 l奏参道錦鬱勃礎費再挙溝洞可能となった地域の土地所有者が、下水道工事

* -5 1配水量 - “ 』 上 l浄水施設から需要家まで送り出された水の量。

* 7 l収益的収支 l上/下 I水道事業 ･下水道事業の営業活動に伴って発生する収益と費用。

* 9 l建設改良費 ご l上/下 l固定資産の新規取得またはその価値の増加のために要する経費。

4 0



* 21
声
域下水道 r l雫搬袋競業窪 礬参事窪礬窺場合、県の流域

4 1



*舛鞘 l川 鼾 鰯 鰯離涛醤
。
醸継鰤 o災害や靴などの纏時の事業継

* 30
l
水安全計画 I上′磨ご盪鸚愚#鰊駿鯖蝉霧雰搬鵞難叢緘騨妾

* 32
-
内部留保資金

I上/下鷲礎 離 籍鼓輻湊鯰 蜜おいて現金の支出を伴わない費用の

※ ｢事業｣ 列において ｢上｣ は水道事業、 ｢下｣ は下水道事業と関連する用語であることを示す。

42




